
埼玉県物品調達等一般競争入札執行要綱 

  （趣旨） 

第１条  この要綱は、案件を発注する県の機関（以下「発注機関」という。）が物品の調達及び印 

刷の請負に係る一般競争入札（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第３７２号）の規定が適用される入札は除く。以下「一般競争入札」とい

う。）を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により公正かつ円

滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （参加資格） 

第２条 一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次の各号に定 

めるとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４ 

の規定に該当しない者であること。 

  （２） 埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿に対象となる業種で登載されている者であること。 

（３）物品調達等一般競争入札参加資格基準に基づき設定した所在地要件及び企業規模要件並 

  びにその他の参加資格要件を満たす者であること。 

（４） 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平 

成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止等の措置を受けていない 

者であること。 

（５）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１ 

年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

 （６）電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成１３年総務省・法務省・経済産業省 

令第２号）第１３条第１項第１号に掲げる電子証明書を取得し、電子入札システムを利用 

するための利用者登録が完了している者であること。 

  

  （入札の公告） 

第３条  施行令第１６７条の６に基づく公告は、埼玉県物品調達等一般競争入札公告（様式第１ 

号）を電子入札システムに掲載することにより行うものとする。 

 

 （公告する事項） 

第４条 公告する内容は、次に掲げる事項とする。 

 （１）調達案件名称及び数量 

 （２）調達案件の仕様 

 （３）納入期限 

 （４）納入場所 

  （５）入札方法 

  （６）参加資格 

  （７）入札参加資格の確認 

  （８）仕様書等に関する質問及び回答 

  （９）提案品の受付及び採否結果通知（印刷の請負に係るものを除く。） 

  （１０）入札金額等の電子入札システムへの記録方法及び開札場所等 

  （１１）入札保証金 

  （１２）入札の無効 

 （１３）最低制限価格の設定（印刷の請負に係るものに限る。） 

  （１４）落札者の決定等 

  （１５）契約保証金 

  （１６）その他 



 （入札参加資格の確認） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、公告に定める期 

限までに電子入札システムに記録する方法により、競争参加資格確認申請書（以下「確認申請 

書」という。）に一般競争入札参加資格確認資料（様式第２号）を添付し、発注機関の長に提出 

しなければならない。 

２ 発注機関の長が確認申請書を受理したときは、確認申請書受付票を電子入札システムにより

発行する。 

３ 発注機関の長は、参加希望者の参加資格について審査後、公告に定める日時までに競争参加 

資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）を電子入札システムにより発行する。なお、参 

加資格が「なし」と認めた者には、その理由を付して通知するものとする。 

 

 （仕様書等に関する質問及び提案品の受付） 

第６条 仕様書等に関する質問がある場合は、公告に定める期間に発注機関の長あて、質問票（様 

式第３号）を電子入札システム、電子メール又はファクシミリ等で提出するものとする。なお、

受付期限を越えた質問は受理しないものとする。 

２ 確認通知書において、参加資格が「あり」の通知を受けた者（以下「入札参加資格者」とい 

う。）が、仕様書に示す例示品以外の物品で仕様を満たすもので、入札を希望する場合は、公告 

に定める日時までに発注機関の長あて、提案品協議書（様式第４号）にカタログ等を添付して 

電子メール、ファクシミリ、持参又は郵送等で提出し、仕様を満たしていることの確認を受け

るものとする。 

３ 入札参加資格者全員に共通する質問及びその回答並びに仕様を満たすことを確認した提案品 

がある場合には、公告に定める日時までに電子入札システムに掲載するものとする。 

 

  （入札保証金） 

第７条  入札保証金の納付及び免除については、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８ 

号。以下「財務規則）という。）第９３条に基づくものとする。 

２  落札者以外の入札保証金及び保管有価証券については、入札の終了後還付する。ただし、落 

札者の入札保証金は、当該落札者が納付すべき契約保証金に充当するものとする。 

３  落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて提供された 

担保を含む。）は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第４項の規定に基づき還 

付しない。 

 

  （入札の執行） 

第８条  入札は、あらかじめ指定した日時及び方法に従い、電子入札システムにより執行する。 

２ 入札参加資格者であっても、入札時点において参加資格がない者は入札に参加できない。 

３  再度入札は、１回とする。 

４ 電子入札システムに記録した後は、書換え又は撤回をすることができない。 

 

  （入札の無効） 

第９条  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  （１）入札参加資格のない者がした入札 

  （２） 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率に 

よる額に達しない者がした入札 

（３）電子証明書を不正に使用した者がした入札 

（４）郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

（５）談合その他不正行為があったと認められる入札 

 （６）虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

（７）やむを得ず書面により入札書を提出する入札とした場合で、次に掲げる入札をした者が 



した入札 

    ア 首標金額を訂正したもの 

   イ 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないもの 

   ウ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

   エ 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

   オ ２以上の入札書を提出した者がしたもの又は２以上の者の代理をした者がしたもの 

  （８）前各号に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

 （落札者の決定） 

第１０条 物品の調達に係る入札の落札者は、予定価格に１１０分の１００を乗じて得た価格の 

 範囲内で、最低の価格をもって入札をした者とする。ただし、落札とするべき価格の入札をし

た者が２人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの電子くじにより落札者を決定する。 

 

２ 印刷の請負に係る入札の落札者は、予定価格に１１０分の１００を乗じて得た価格の範囲内 

で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札をした者とする。ただし、落札 

とするべき価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの電子くじ 

により落札者を決定する。 

３ 発注機関の長は、落札者を決定したときには、電子入札システムにより入札参加者に通知す 

るものとする。 

 

  （契約保証金）  

第１１条 契約保証金の納付及び免除については、財務規則第８１条の規定に基づくものとする。 

 

  （その他） 

第１２条 この要綱に定めがない事項は、埼玉県物品調達等電子入札運用基準及び関連諸規程の 

例によるものとする。 

 

   附  則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附  則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附  則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


